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允
恭
天
皇
、
反
正
帝
の
同
毋
弟
な
り
。

幼
よ
り
仁
惠
謙
遜
な
り
。

五
年
正
月
、
反
正
帝
崩
ず
。

群
臣
、
議
し
て
曰
く
、

方
今
大
鷦
鷯
天
皇
の
子
に
し
て
存
せ
る
者
は
、

雄
朝
津
間
稚
子
宿
禰
皇
子
と
、

大
草
香
皇
子
と
の
み
。

然
れ
ど
も
、
雄
朝
津
間
稚
子
宿
禰
皇
子
は
、

長
に
し
て
且
つ
仁
孝
な
り
と
。

乃
ち
吉
日
を
擇
び
て
、

天
皇
の
璽
を
上
る
。

天
皇
、
謝
し
て
曰
く
、

予
不
幸
に
し
て
久
し
く
篤
疾
に
罹
り
、

行
歩
す
る
こ
と
能
は
ず
。

且
つ
初
め
疾
を
除
か
ん
と
欲
し
、

膚
を
裂
き
て
之
を
療
せ
し
が
、

猶
未
だ
痊
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
。
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皇
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め
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く
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汝
、
體
を
毀
ふ
こ
と
を
な
す
。

不
孝
孰
か
焉
よ
り

甚
し
か
ら
ん
。

長
生
す
る
こ
と
を
得
と
雖
も
、

業
を
継
ぐ
こ
と
を
得
じ
と
。

予
が
兄
二
天
皇
も
、

亦
予
を
不
似
な
り
と

謂
ひ
し
こ
と
は
、

卿
等
の
共
に
知
る
所
た
り
。

夫
天
下
は
大
器
な
り
。

帝
位
は
鴻
業
な
り
。

民
の
父
母
た
る
こ
と
、

豈
、
庸
愚
の
任
な
ら
ん
や
。

寡
人
、

敢
て
當
ら
ず
。
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こ

　
ふ
、

更
に
賢
を
擇
び
て
之
を
立
て
よ
と
。

群
臣
、
再
拝
し
て
言
へ
ら
く
、

帝
位
は
久
し
く

曠
し
く
す
可
か
ら
ず
、

天
命
は
謙
拒
す
可
か
ら
ず
。

今
位
號
を
正
さ
ず
ん
ば
、

恐
ら
く
は
、

百
姓
の
望
　
え
ん
。

願
は
く
は
、
大
王
、

天
皇
の
位
に
　
け
と
。

天
皇
、
再
び
譲
り
て
許
さ
ず
。

元
年
壬
子
、

冬
十
二
月
、

群
臣
、
又
再
拝
し
て

天
皇
の
璽
を
上
り
、

以
て
固
く
　
ふ
。
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も

と

天
皇
曰
く
、

群
卿
、

天
下
の
爲
に
　
ふ
。

寡
人
、

何
ぞ
敢
て
終
に
辭
せ
ん
と
。

是
に
於
て
、

天
皇
、
位
に
　
く
。

遠
飛
鳥
宮
に
都
す
。

是
を
雄
朝
津
間
稚
子
宿
禰
天
皇
と
な
す
。

二
年
癸
丑
、

春
二
月
十
四
日
己
酉
、

忍
坂
大
中
媛
を
立
て
ゝ
皇
后
と
な
し
、

爲
に
刑
部
を
定
む
。

三
年
甲
寅
、

春
正
月
辛
酉
の
朔
、

使
を
新
羅
に
遣
は
し
て

醫
を
求
む
。
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秋
八
月
、

醫
至
り
、

天
皇
の
疾
を
療
し
て
、

　
ゆ
る
こ
と
を
得
た
り
。

厚
く
賞
し
て
之
を
遣
る
。

四
年
乙
卯
、

秋
九
月
、

詔
し
て
、

氏
族
の
詐
冒
を
正
さ
ん
と
し
、

諸
氏
人
を
味
橿
丘
に
會
し
て
、

　
に
誓
ひ
て

探
湯
せ
し
む
。

五
年
丙
辰
、

秋
七
月
十
四
日
己
丑
、

地
震
ふ
。

葛
城
玉
田
宿
禰
、

罪
あ
り
誅
に
伏
す
。
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冬
十
一
月
十
一
日
甲
申
、

反
正
天
皇
を
葬
る
。

八
年
己
未
、
春
二
月
、
藤
原
に
行
幸
し
、

皇
后
の
妹
衣
通
姫
の
為
に
、

藤
原
部
を
定
め
、

河
内
の
茅
渟
宮
を
造
る
。

是
よ
り
天
皇
、
數
日
根
野
に
獵
す
。

九
年
庚
申
、
春
二
月
、

茅
渟
宮
に
行
幸
し
、

秋
八
月
、
冬
十
月
、
又
幸
す
。

十
年
辛
酉
、
春
正
月
、

茅
渟
宮
に
行
幸
す
。

十
一
年
壬
戌
、

春
三
月
四
日
丙
午
、

茅
渟
宮
に
行
幸
す
。

十
四
年
乙
丑
、
秋
九
月
十
二
日
甲
子
、

淡
路
島
に
獵
す
。
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二
十
三
年
甲
戌
、

春
三
月
七
日
庚
子
、

木
梨
輕
皇
子
を
立
て
ゝ

皇
太
子
と
な
し
、

爲
に
輕
部
を
定
む
。

二
十
四
年
乙
亥
、

夏
六
月
、

御
膳
の
羹
凍
る
。

之
を
卜
ふ
に
、

輕
大
娘
罪
あ
り
、

伊
豫
に
流
す
。

四
十
二
年
癸
巳
、

春
正
月
十
四
日
戊
子
、

天
皇
崩
ず
。

河
内
の
長
野
原
陵
に
葬
る
。

追
諡
し
て
允
恭
天
皇
と
曰
ふ
。


